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人事委員会勧告 

速 報 号 

給与勧告等のポイント 
 

【民間給与との比較】 

月例給  較差  3,377円 （0.90％） 

     （民間 377,591円  職員 374,214円） 

 ボーナス  差  0.11月 

     （民間  4.51月   職員 4.40月） 

 

【公民較差に基づく給与改定】 

〇給料表 

 行政職給料表は、若年層に重点を置き、全級全号給の給料

月額を引上げ（引上げ額：12,000円から 1,000円）、大学卒

初任給を10,700円、高卒初任給を12,000円引上げ 

 

〇ボーナス 

 支給月数の引上げ（4.40月 → 4.50月：0.10月分） 

期末手当及び勤勉手当に均等に配分 

年度 手当 6月期 12月期 

2023 
期末 1.20  (支給済み) 1.20 → 1.25 

勤勉 1.00  (支給済み) 1.00 → 1.05 

2024 
期末 1.20 → 1.225 1.20 → 1.225 

勤勉 1.00 → 1.025 1.00 → 1.025 

実施時期：2023年4月1日に遡及改定 

     （ボーナスは2023年12月期で改定） 

 

再任用（定年前再任用短時間勤務職員等） 

 年間2.30月 → 2.35月（0.05月分増） 

 2023年度は12月期に加算1.15月 → 1.20月 

 

【在宅勤務等手当の新設】 

 一定の期間以上継続して、一か月あたり 10 日を超えて在

宅勤務等を行う職員に対し、月額3,000円の手当てを支給 

 

【その他】 

ア 会計年度任用職員の給与 

 勤勉手当の支給及び給与改定について、対応の検討が必要 

イ 給料の調整額及び特殊勤務手当 

 勤務環境の変化等を考慮し、見直しの検討が必要 

ウ 給与制度のアップデート 

 人事院が表明した給与制度のアップデートの取組につい

て、注視が必要 

【 

職
員
の
給
与 

】 

二
年
連
続
で
月
例
給
、 

ボ
ー
ナ
ス
と
も
に
引
上
げ 

 

若
年
層
が
在
職
す
る
号
給
に

重
点
を
置
き
、
全
級
全
号
給
の

給
料
月
額
を
引
上
げ
。 

 

【 

公
務
の
運
営 

】 

①
多
様
で
有
為
な
人
材
の
確
保 

 

採
用
試
験
の
不
断
の
見
直
し

な
ど
に
よ
り
、
技
術
系
職
種
を

始
め
本
県
職
員
志
望
者
の
増
加

を
図
る
こ
と
が
必
要
。 

ま
た
、
民
間
人
材
の
活
用
や

積
極
的
な
障
害
者
雇
用
の
推
進

等
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と

が
必
要
。 

②
人
材
の
育
成
と
能
力
・
実
績

に
基
づ
く
人
事
管
理
の
推
進
等 

ア 

人
材
の
育
成 

 

研
修
や
人
事
交
流
な
ど
の
能

力
開
発
の
支
援
策
の
充
実
を
通 

じ
て
、
人
材
育
成
に
引
き
続
き

取
り
組
む
。 

イ 

能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人

事
管
理
の
推
進 

 

適
切
な
人
事
評
価
を
行
い
、

給
与
や
人
事
管
理
に
的
確
に
反

映
す
る
と
と
も
に
、
評
価
結
果 

の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
じ

て
、
職
員
の
勤
務
意
欲
の
向
上

等
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
。 

ウ 

女
性
の
採
用
及
び
登
用
の

促
進 女

性
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

事
例
や
子
育
て
支
援
制
度
等
の

積
極
的
な
広
報
に
よ
り
、
女
性 

受
験
者
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

が
必
要
。 

組
織
の
能
力
を
十
分
に
引
き

出
す
た
め
に
、
引
き
続
き
意
欲

と
能
力
の
あ
る
女
性
職
員
の
登

用
が
重
要
。 

③
勤
務
環
境
の
整
備 

ア 

柔
軟
な
働
き
方
へ
の
対
応 

 

既
存
制
度
の
利
用
状
況
の
検

証
等
を
行
い
つ
つ
、
更
な
る
制

度
の
整
備
・
検
討
と
一
層
の
利

用
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
。 

イ 

仕
事
と
生
活
の
両
立
支
援 

引
き
続
き
、
各
種
支
援
制
度

の
利
用
促
進
を
図
る
こ
と
が
必

要
。 

ウ 

長
時
間
労
働
の
是
正
等 

 

引
き
続
き
、
業
務
量
に
応
じ 

た
適
切
な
体
制
を
維
持
し
つ

つ
、
各
職
場
に
お
い
て
時
間
外 

勤
務
の
縮
減
が
必
要
。 

エ 

健
康
づ
く
り
の
推
進 

 

引
き
続
き
、
職
員
の
健
康
づ

く
り
の
推
進
が
必
要
。 

オ 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策 

 

職
員
の
勤
務
意
欲
の
向
上
、

心
身
の
健
康
及
び
良
好
な
勤
務

環
境
の
実
現
の
た
め
、
引
き
続

き
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等

の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必

要
。 

④
公
務
員
倫
理
の
徹
底 

 

県
民
の
信
頼
に
応
え
る
べ

く
、
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を

執
行
す
る
よ
う
、
引
き
続
き
公

務
員
倫
理
等
の
徹
底
を
図
る
こ

と
が
必
要
。 

 

※ 

詳
細
は
次
回
県
職
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。 

2023確定交渉がスタート 

第 1回地公労交渉 

10月 20日（金）15:00 ～ 

第 1回県職・現業交渉 

10月 26日（木）10:00 ～ 

 


